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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】燃焼器内筒の圧力波導入孔が形成される領域に
、フィルム状の空気流を形成し、窒素酸化物の排出濃度
を増加させることなく、圧力波導入孔が形成される領域
を効率よく冷却するガスタービンの燃焼器を提供する。
【解決手段】ガスタービン燃焼器３は、燃料２４，３３
と空気５とが供給され、燃焼ガスを生成する燃焼室８を
形成する燃焼器内筒７と、燃焼器内筒の外周面に設置さ
れ、燃焼器内筒の外周面との間に空間７２を形成するラ
イナ７１と、を有し、ライナが設置される燃焼器内筒に
形成され、空間と燃焼室とを連通する圧力波導入孔７３
を有するものであって、燃焼器内筒の内周面に設置され
、圧力波導入孔が形成される領域に、フィルム状の空気
流を形成するリップ７５を有する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　燃料と空気とが供給され、燃焼ガスを生成する燃焼室を形成する内筒と、前記内筒の外
周面に設置され、前記外周面との間に空間を形成するライナと、を有し、前記ライナが設
置される前記内筒に形成され、前記空間と前記燃焼室とを連通する圧力波導入孔を有する
ガスタービン燃焼器であって、
　前記内筒の内周面に設置され、前記圧力波導入孔が形成される領域に、フィルム状の空
気流を形成するリップを有することを特徴とするガスタービン燃焼器。
【請求項２】
　請求項１に記載するガスタービン燃焼器であって、
　前記ライナの下流側の前記内筒に、空気を前記燃焼室に導入する冷却孔が形成され、前
記リップは、前記冷却孔に対応するように設置されることを特徴とするガスタービン燃焼
器。
【請求項３】
　請求項２に記載するガスタービン燃焼器であって、
　前記ライナの上流側の前記内筒に、空気を前記燃焼室に導入する冷却孔が形成され、前
記冷却孔に対応するようにリップが設置されることを特徴とするガスタービン燃焼器。
【請求項４】
　請求項１に記載するガスタービン燃焼器であって、
　前記内筒の外周面であって、少なくとも前記ライナの上流側には、リブが設置されるこ
とを特徴とするガスタービン燃焼器。
【請求項５】
　請求項１に記載するガスタービン燃焼器であって、
　前記リップは、前記圧力波導入孔が形成される領域に設置されることを特徴とするガス
タービン燃焼器。
【請求項６】
　請求項５に記載するガスタービン燃焼器であって、
　前記リップは、前記圧力波導入孔に対応するように設置されることを特徴とするガスタ
ービン燃焼器。
【請求項７】
　請求項１に記載するガスタービン燃焼器であって、
　前記ガスタービン燃焼器は、燃料ノズルを流通する拡散燃料を噴出し、燃焼用空気に旋
回成分を付与し、拡散火炎を形成する拡散バーナと、燃料ノズルから噴出する予混合燃料
と燃焼用空気と混合し、予混合火炎を形成する予混合バーナと、を有することを特徴とす
るガスタービン燃焼器。
【請求項８】
　請求項１に記載するガスタービン燃焼器であって、
　前記ガスタービン燃焼器は、軸中心にパイロットバーナを、前記パイロットバーナの外
周側に複数のメインバーナを有するマルチバーナタイプであることを特徴とするガスター
ビン燃焼器。
【請求項９】
　請求項８に記載するガスタービン燃焼器であって、
　前記メインバーナにより火炎が形成される位置に相対する内筒に、冷却孔群を形成する
ことを特徴とするガスタービン燃焼器。
【請求項１０】
　請求項８に記載するガスタービン燃焼器であって、
　前記メインバーナと隣接するメインバーナとの間の位置に相対する位置の内筒に、前記
圧力波導入孔を形成することを特徴とするガスタービン燃焼器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、ガスタービン燃焼器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ガスタービン燃焼器は、液化天然ガスを燃料として使用する場合がある。そして、この
場合は、地球環境保全の観点から大気汚染の一因となる窒素酸化物（ＮＯｘ）の発生量を
抑制するため、燃料と空気とを予め混合させ、燃焼させる予混合燃焼方式が採用される場
合がある。
【０００３】
　予混合燃焼方式は、燃料と空気とを予め混合させるため、燃焼時に局所的な高温燃焼領
域の発生を抑制することができ、高温燃焼領域から発生する窒素酸化物の発生量を抑制す
ることができる。
【０００４】
　一般的に、予混合燃焼方式は、窒素酸化物の発生量を抑制することができるが、燃焼状
態が不安定となる場合があり、燃焼室の圧力が周期的に変動する燃焼振動が発生する場合
がある。このため、予混合燃焼方式を採用する場合には、燃焼状態の安定性に優れた拡散
燃焼方式を併用する。
【０００５】
　しかし、更に窒素酸化物の発生量を抑制するため、拡散燃焼と予混合燃焼とを併用する
際に、予混合燃焼の割合を多くする場合や全予混合燃焼とする場合がある。このような場
合には、燃焼振動の発生による圧力変動を減衰させるため、燃焼室を形成する燃焼器内筒
の外周面に、音響ライナを設置する場合がある。
【０００６】
　そして、音響ライナが設置される燃焼器内筒には、燃焼振動の発生による圧力変動を減
衰させるため、複数の圧力波導入孔を有し、音響ライナは、燃焼器内筒を冷却し、音響ラ
イナの内部への火炎の侵入を防止するため、パージ空気を音響ライナの内部に供給する空
気孔を有する。
【０００７】
　こうした本技術分野の背景技術に、ＷＯ２０１３／０７７３９４（特許文献１）がある
。特許文献１には、燃焼筒（燃焼器内筒）と、燃焼筒の外周面に設置され、燃焼筒の外周
面との間で空間を形成する音響ライナと、を有するガスタービン燃焼器であって、燃焼筒
に貫通孔群（圧力波導入孔）が形成され、貫通孔群は、周方向に間隔をあけて配列された
複数の貫通孔列が、軸方向に間隔をあけて複数配列されるガスタービン燃焼器が記載され
ている（要約参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】ＷＯ２０１３／０７７３９４
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　特許文献１には、音響ライナを有するガスタービン燃焼器が記載される。
【００１０】
　しかし、特許文献１には、燃焼器内筒の内周面上であって、圧力波導入孔が形成される
領域に、周方向に連続したフィルム状の空気層（空気流）を形成するガスタービン燃焼器
は記載されていない。
【００１１】
　そこで、本発明は、燃焼器内筒の圧力波導入孔が形成される領域に、フィルム状の空気
流を形成し、窒素酸化物の排出濃度を増加させることなく、圧力波導入孔が形成される領
域を効率よく冷却するガスタービンの燃焼器を提供する。
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【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題を解決するため、本発明のガスタービン燃焼器は、燃料と空気とが供給され、
燃焼ガスを生成する燃焼室を形成する燃焼器内筒と、燃焼器内筒の外周面に設置され、燃
焼器内筒の外周面との間に空間を形成するライナと、を有し、ライナが設置される燃焼器
内筒に形成され、空間と燃焼室とを連通する圧力波導入孔を有するものであって、燃焼器
内筒の内周面に設置され、圧力波導入孔が形成される領域に、フィルム状の空気流を形成
するリップを有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、燃焼器内筒の圧力波導入孔が形成される領域に、フィルム状の空気流
を形成し、窒素酸化物の排出濃度を増加させることなく、圧力波導入孔が形成される領域
を効率よく冷却するガスタービンの燃焼器を提供することができる。
【００１４】
　なお、上記した以外の課題、構成及び効果については、下記する実施例の説明により、
明らかにされる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】実施例１に記載するガスタービンプラントの概略構成を説明する説明図である。
【図２】実施例１に記載するガスタービン燃焼器３の部分概略構成を説明する説明図であ
る。
【図３】実施例１に記載するガスタービン燃焼器３の燃焼器内筒７の部分概略構成を説明
する説明図である。
【図４】実施例２に記載するガスタービン燃焼器３の燃焼器内筒７の部分概略構成を説明
する説明図である。
【図５】実施例３に記載するガスタービン燃焼器３の燃焼器内筒７の部分概略構成を説明
する説明図である。
【図６】実施例４に記載するガスタービン燃焼器３の燃焼器内筒７の部分概略構成を説明
する説明図である。
【図７】実施例５に記載するガスタービン燃焼器３の部分概略構成を説明する説明図であ
る。
【図８】実施例５に記載する燃焼室８側から見たガスタービン燃焼器３の部分概略構成を
説明する説明図である。
【図９】実施例５に記載する図７に示すガスタービン燃焼器３のア－ア矢視図である。
【図１０】実施例５に記載する図７に示すガスタービン燃焼器３のイ－イ矢視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施例を、図面を使用して説明する。なお、実質的に同一又は類似の構
成には同一の符号を付し、説明が重複する場合には、その説明を省略する場合がある。
【実施例１】
【００１７】
　まず、実施例１に記載するガスタービンプラントの概略構成を説明する。
【００１８】
　図１は、実施例１に記載するガスタービンプラントの概略構成を説明する説明図である
。
【００１９】
　実施例１に記載するガスタービンプラントは、燃焼ガス９により駆動するタービン２、
タービン２に接続され、燃焼用（冷却用）の圧縮空気５を生成する圧縮機１、燃料と圧縮
空気５とを燃焼させ、燃焼ガス９を生成する複数のガスタービン燃焼器（以下、燃焼器）
３、タービン２に接続され、タービン２の駆動に伴って発電する発電機４、を有する。な
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お、図１では、説明の都合上、１個の燃焼器３を記載する。
【００２０】
　圧縮機１から排出される圧縮空気５は、圧縮空気流路６を流通し、燃焼器３に供給され
る。燃焼器内筒（以下、内筒）７の内部に形成される燃焼室８で、圧縮空気５と燃料とが
燃焼し、燃焼ガス９が生成される。なお、内筒７は、中実板材をロール状に形成したもの
である。燃焼ガス９は、トランジションピース１０を介して、タービン２に供給され、タ
ービン２を駆動する。
【００２１】
　燃焼器３は、拡散バーナ２０、予混合バーナ３０、内筒７、トランシジョンピース１０
、燃焼器外筒（以下、外筒）１１、エンドカバー１２、を有する。なお、拡散バーナ２０
には、拡散燃料供給系統２１から拡散燃料が供給され、予混合バーナ３０には、予混合燃
料供給系統３１からり予混合燃料が供給される。
【００２２】
　拡散バーナ２０は、燃料流路（燃料ノズル）２２を流通する拡散燃料が噴出する燃料噴
出孔２５を有する。そして、拡散バーナ２０には、燃焼用空気（圧縮空気５）に旋回成分
を付与する旋回器２３が設置される。
【００２３】
　予混合バーナ３０は、燃料流路（燃料ノズル）３２から噴出する予混合燃料と燃焼用空
気（圧縮空気５）と混合する予混合器３４を有する。そして、予混合バーナ３０には、予
混合燃料と圧縮空気５との混合気が予混合火炎を形成する保炎器３５が設置される。
【００２４】
　更に、内筒７の外周面（内筒７と外筒１１との間であって、内筒７の外側面）には、内
筒７の外周面との間に空間を形成するライナ７１が設置される。ライナ７１が設置される
内筒７には、空間と燃焼室８とを連通する圧力波導入孔７３が形成される。
【００２５】
　そして、内筒７の内周面（燃焼室８側であって、内筒７の内側面）には、圧力波導入孔
７３が形成される領域に、フィルム状の空気流を形成するリップ７５が設置される。
【００２６】
　これにより、内筒７の内周面の、圧力波導入孔７３が形成される領域に、確実に、フィ
ルム状の空気流を形成し、窒素酸化物の排出濃度を増加させることなく、圧力波導入孔７
３が形成される領域を効率よく冷却することができる。
【００２７】
　次に、実施例１に記載する燃焼器３の部分概略構成を説明する。
【００２８】
　図２は、実施例１に記載する燃焼器３の部分概略構成を説明する説明図である。
【００２９】
　拡散バーナ２０では、燃料流路（燃料ノズル）２２を流通する拡散燃料２４が、燃料噴
出孔２５から噴出する。また、燃焼用空気（圧縮空気５）５ａは、拡散バーナ２０に設置
される旋回器２３により旋回成分が付与される。そして、拡散燃料２４と燃焼用空気５ａ
とが混合され、拡散バーナ２０の下流側に拡散火炎を形成する。つまり、拡散バーナ２０
は、燃焼室８へ燃焼用空気５ａと拡散燃料２４とを供給する。
【００３０】
　予混合バーナ３０では、予混合器３４で、燃料流路（燃料ノズル）３２から噴出する予
混合燃料３３と燃焼用空気（圧縮空気５）５ｂとを混合する。そして、十分に混合した予
混合燃料３３と燃焼用空気５ｂとの混合気が、保炎器３５の下流側に、予混合火炎を形成
する。つまり、予混合バーナ３０は、拡散バーナ２０の外周側に設置され、燃焼室８へ燃
焼用空気５ｂと予混合燃料３３とを供給する。
【００３１】
　このように、実施例１に記載する燃焼器３は、燃料ノズル２２を流通する拡散燃料２４
を噴出し、燃焼用空気５ａに旋回成分を付与し、拡散火炎を形成する拡散バーナ２０と、
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燃料ノズル３２から噴出する予混合燃料３３と燃焼用空気５ｂと混合し、予混合火炎を形
成する予混合バーナ３０と、を有する。
【００３２】
　予混合火炎は、拡散火炎から熱エネルギーが供給され、燃焼室８で安定に燃焼し（燃焼
時に局所的な高温燃焼領域の発生を抑制し）、これにより、窒素酸化物の発生量を抑制す
ることができる。
【００３３】
　更に、内筒７の外周面には、内筒７の外周面との間に空間７２を形成するライナ７１が
設置される。そして、ライナ７１が設置される内筒７には、空間７２と燃焼室８とを連通
する圧力波導入孔７３が、内筒７に形成される。つまり、圧力波導入孔７３は、ライナ７
１が設置される内筒７に形成され、空間７２と燃焼室８とを連通する。
【００３４】
　ライナ７１には、空気孔７４が形成される。空気孔７４は、圧縮空気５を空間７２に、
パージ空気として、導入する。空気孔７４から導入される圧縮空気５（パージ空気）は、
空間７２（ライナ７１）を冷却し、空間７２への火炎の侵入を防止する。
【００３５】
　そして、空間７２に導入される圧縮空気５は、圧力波導入孔７３から燃焼室８に噴出す
ることにより、圧力波導入孔７３が形成される領域を、冷却する。
【００３６】
　圧力波導入孔７３は、内筒７の周方向の列に複数個、この周方向の列を、軸方向に複数
列が形成される。なお、ある列に形成される複数個の圧力波導入孔７３と次の列に形成さ
れる複数個の圧力波導入孔７３とは千鳥状に形成されることが好ましい。
【００３７】
　また、ライナ７１を設置し、圧力波導入孔７３を形成することにより、燃焼振動の発生
による圧力変動を減衰させることができる。
【００３８】
　更に、内筒７には、圧縮空気５を燃焼室８に導入する冷却孔７６が形成される。冷却孔
７６は、内筒７の軸方向に対して、保炎器３５とライナ７１との間に形成される。
【００３９】
　更に、内筒７の内周面には、リップ７５が設置される。リップ７５は、冷却孔７６から
導入される圧縮空気５を、圧力波導入孔７３が形成される領域に、内筒７の内周面に沿う
ように、供給する。つまり、リップ７５は、圧力波導入孔７３が形成される領域で、内筒
７の内周面に、周方向に連続したフィルム状の空気流を形成する。
【００４０】
　このように、冷却孔７６を流通する圧縮空気５は、リップ７５と内筒７の内周面との間
に形成される間隙に供給され、その流れが転向し、内筒７の内周面に、フィルム状の空気
流を形成する。これにより、窒素酸化物の排出濃度を増加させることなく、圧力波導入孔
７３が形成される領域を効率よく冷却することができる。
【００４１】
　次に、実施例１に記載する燃焼器３の内筒７の部分概略構成を説明する。
【００４２】
　図３は、実施例１に記載する燃焼器３の内筒７の部分概略構成を説明する説明図である
。
【００４３】
　内筒７の外周面７ａには、内筒７の外周面７ａとの間に、空間７２を形成するライナ７
１が設置される。ライナ７１は、断面が略コの字型（U-shaped）の形状を有し、内筒７の
外周面７ａの周方向に周回又は略周回して形成される。以下、周回とは、周方向に連続し
ていることを意味し、略周回とは、周方向に部分的に断裂していることを意味する。
【００４４】
　そして、空間７２と燃焼室８とを連通する圧力波導入孔７３が、内筒７に形成される。
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圧力波導入孔７３は、内筒７の周方向及び軸方向に複数個（内筒７の周方向の列に複数個
、この周方向の列を、軸方向に複数列）形成される。
【００４５】
　これにより、燃焼室８で燃焼振動が発生した場合に、空間７２の作用により、燃焼振動
の振幅の増加を抑制し、燃焼振動の発生による圧力変動を減衰させることができる。
【００４６】
　また、ライナ７１には、空間７２に圧縮空気５を導入する空気孔７４が、周方向及び軸
方向に、複数個（ライナ７１の周方向の列に複数個、この周方向の列を、軸方向に複数列
）形成される。つまり、空間７２に圧縮空気５を導入し、空間７２を冷却し、また、空間
７２への火炎の侵入を防止する。
【００４７】
　また、空間７２に導入される圧縮空気５は、圧力波導入孔７３から燃焼室８に噴出する
。これにより、圧力波導入孔７３が形成される領域を、冷却する。
【００４８】
　このように、圧力波導入孔７３は、燃焼振動により発生する圧力波を、空間７２（ライ
ナ７１）に導入し、燃焼振動の発生による圧力変動を減衰させる。空気孔７４は、空間７
２（ライナ７１）に圧縮空気５を導入し、空間７２を冷却すると共に、空間７２に導入さ
れる圧縮空気５を圧力波導入孔７３から燃焼室８に噴出させ、圧力波導入孔７３が形成さ
れる領域を冷却する（ライナ７１が設置される内筒７のメタル温度を低下させる）。
【００４９】
　また、内筒７には、圧縮空気５を燃焼室８に導入する冷却孔７６が形成される。内筒７
に形成される冷却孔７６は、内筒７と外筒１１との間を流通する圧縮空気５の流れ方向に
対して、ライナ７１の下流側（図３上、ライナ７１の左側）、つまり、内筒７の軸方向に
対して、保炎器３５とライナ７１との間に形成される。なお、冷却孔７６は、内筒７の周
方向に複数個形成される。
【００５０】
　更に、内筒７の内周面７ｂには、冷却孔７６から導入される空気流５ｃを、圧力波導入
孔７３が形成される領域に、内筒７の内周面７ｂに沿うように、供給するリップ７５が設
置される。そして、リップ７５は、圧力波導入孔７３が形成される領域に、内筒７の内周
面７ｂに沿うように、周方向に連続したフィルム状の空気流５ｄを形成する。つまり、リ
ップ７５は、フィルム状の空気流５ｄの流れ方向に対して、圧力波導入孔７３の上流側（
圧縮空気５の流れ方向に対して、ライナ７１の下流側）に設置される。
【００５１】
　リップ７５は、冷却孔７６から導入される空気流５ｃを転向し、フィルム状の空気流５
ｄを形成する。そして、リップ７５は、内筒７の軸方向に対して、保炎器３５とライナ７
１との間に形成され、内筒７の内周面７ｂの周方向（径方向）に周回又は略周回して設置
される。
【００５２】
　このように、リップ７５は、冷却孔７６に対応するように設置される。リップ７５は、
圧縮空気５の流れ方向に対して、ライナ７１の下流側の内筒７の内周面７ｂであって、内
筒７の内周面７ｂの周方向に周回又は略周回して、内筒７の内周面７ｂとの間に間隙が形
成されるように、内筒７の軸方向に伸びるように設置される。
【００５３】
　そして、冷却孔７６は、リップ７５に対応するように設置され、リップ７５と内筒７の
内周面７ｂとの間に形成される間隙に、圧縮空気５を導入するように、形成される。
【００５４】
　これにより、冷却孔７６から導入される空気流５ｃは、その流れが転向し、内筒７の内
周面７ｂの周方向に拡散し、内筒７の内周面７ｂに、フィルム状の空気流５ｄを形成する
。
【００５５】
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　実施例１によれば、圧力波導入孔７３が形成される領域に、フィルム状の空気流５ｄを
形成することにより、圧力波導入孔７３が形成される領域を効率よく冷却することができ
る。つまり、圧力波導入孔７３から燃焼室８に噴出させる圧縮空気５を低減することがで
きるため、空気孔７４から空間７２に導入される圧縮空気５を低減することができる。こ
れにより、窒素酸化物の排出濃度を増加させることなく、窒素酸化物の排出濃度を低減す
ることができる。
【００５６】
　実施例１によれば、ライナ７１に対向する内筒７の内周面７ｂに、少ない空気量で、フ
ィルム状の空気流５ｄを形成することができるため、圧力波導入孔７３が形成される領域
を、少ない空気量で、冷却することができる。これにより、局所的な高温燃焼領域の発生
を抑制し、窒素酸化物の排出濃度を低減することができる。
【００５７】
　このように、実施例１によれば、圧力波導入孔７３が形成される領域を冷却する圧縮空
気５の流量を低減することができ、つまり、燃焼用空気の流量を増加することができるた
め、窒素酸化物の排出濃度を低減することができる。
【００５８】
　実施例１に記載する燃焼器３は、燃料（例えば、拡散燃料及び予混合燃料）と圧縮空気
５とにより燃焼ガス９を生成する燃焼室８を形成する内筒７と、内筒７の外周面７ａの周
方向に設置され、内筒７の外周面７ａとの間に、内筒７の外周面７ａの周方向に空間７２
を形成するライナ７１と、空間７２が形成されるライナ７１に対向する内筒７（ライナ７
１が設置される内筒７）に、空間７２と燃焼室８とを連通する圧力波導入孔７３が形成さ
れるものである。
【００５９】
　そして、ライナ７１には、空間７２から、圧力波導入孔７３を流通させ、燃焼室８に、
圧縮空気５を噴出させるため、空間７２に圧縮空気５を導入する空気孔７４を形成するも
のである。
【００６０】
　更に、燃焼器３は、圧縮空気５の流れ方向に対して、ライナ７１の下流側の内筒７の内
周面７ｂであって、内筒７の内周面７ｂの周方向に周回又は略周回して、内筒７の内周面
７ｂとの間に間隙が形成されるように、内筒７の軸方向に伸びるリップ７５を有する。そ
して、リップ７５は、圧力波導入孔７３が形成される領域に、フィルム状の空気流５ｄを
形成する。
【００６１】
　そして、リップ７５に対応するように設置され、リップ７５を設置した箇所の内筒７に
、リップ７５と内筒７の内周面７ｂとの間に形成される間隙に、圧縮空気５を導入する冷
却孔７６を形成する。
【００６２】
　実施例１によれば、冷却孔７６から導入される圧縮空気５（空気流５ｃ）が、リップ７
５により、転向する。そして、空気流５ｃは、リップ７５と内筒７の内周面７ｂとの間に
形成される間隙で、周方向に拡散し、軸方向に流下し、フィルム状の空気流５ｄを形成す
る。つまり、フィルム状の空気流５ｄの流れ方向に対して、リップ７５の下流側に形成さ
れる圧力波導入孔７３の上流側で、周方向に連続した均一なフィルム状の空気流５ｄを、
形成する。
【００６３】
　また、リップ７５により、周方向に連続した均一なフィルム状の空気流５ｄが形成され
、フィルム状の空気流５ｄは、内筒７の内周面７ｂに沿うように流下し、圧力波導入孔７
３が形成される領域を含め、内筒７の内周面７ｂを、効率よく冷却する。
【００６４】
　これにより、圧力波導入孔７３から燃焼室８に噴出する圧縮空気５の流量を低減させる
ことができ、つまり、燃焼用空気の流量を増加することができ、相対的に燃料の濃度を低
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減することができ、局所的な高温燃焼領域の発生を抑制し、窒素酸化物の排出濃度を低減
することができる。
【００６５】
　また、実施例１では、圧力波導入孔７３は、内筒７の周方向及び軸方向に、所定の間隙
を有して、形成させる。リップ７５を設置し、冷却孔７６を形成し、内筒７の内周面７ｂ
に沿うフィルム状の空気流５ｄを形成することにより、この所定の間隙も、効率よく冷却
することができる。
【００６６】
　また、実施例１では、圧力波導入孔７３は、燃焼振動により発生する圧力波を、効果的
に空間７２に導入し、燃焼振動の振幅増加を抑制し、燃焼振動の発生による圧力変動を減
衰させため、内筒７の軸方向に対して、垂直に形成される。つまり、圧力波導入孔７３か
ら燃焼室８に噴出する圧縮空気５は、燃焼室８の中央部に向かって、噴出する。
【００６７】
　これにより、内筒７に圧力波導入孔７３を形成するための製造コストを低減することが
できると共に、効果的に燃焼振動の発生による圧力変動を減衰させることができる。そし
て、燃焼器３の構造物の機械的信頼性を維持することができる。更に、リップ７５を設置
し、冷却孔７６を形成し、内筒７の内周面７ｂに沿うフィルム状の空気流５ｄを形成する
ことにより、圧力波導入孔７３が形成される領域も、効率よく冷却することができる。
【００６８】
　また、実施例１では、リップ７５を設置し、冷却孔７６を形成することにより、内筒７
を薄肉の中実板材で形成することができる。つまり、内筒７の内周面７ｂに沿うフィルム
状の空気流５ｄを形成することにより、内筒７の内部に傾斜などを形成する必要がない。
【００６９】
　なお、実施例１では、内筒７を薄肉の中実板材で形成するが、薄肉の中実板材の内筒７
に限定されるものではない。
【００７０】
　また、特に、圧力波導入孔７３から燃焼室８に噴出する圧縮空気５の流量が増加すると
、予混合バーナ３０に供給される燃焼用空気５ｂの流量が低減し、相対的に燃料の濃度が
増加し、局所的に高温燃焼領域が発生する可能性がある。
【００７１】
　そこで、実施例１では、リップ７５を設置し、冷却孔７６を形成し、内筒７の内周面７
ｂに沿うフィルム状の空気流５ｄを形成することにより、予混合バーナ３０に供給される
燃焼用空気５ｂの流量を低減させることなく、圧力波導入孔７３が形成される領域を冷却
することができる。
【００７２】
　つまり、圧力波導入孔７３から燃焼室８に噴出する圧縮空気５の流量を低減し、予混合
バーナ３０に供給される燃焼用空気５ｂの流量を増加することができ、相対的に燃料の濃
度を低減することができる。これにより、窒素酸化物の排出濃度を低減することができる
。
【００７３】
　また、実施例１では、リップ７５を設置し、冷却孔７６を形成し、内筒７の内周面７ｂ
に沿うフィルム状の空気流５ｄを形成することにより、内筒７の内周面７ｂの近傍に火炎
が形成されにくくなり、圧力波導入孔７３から空間７２への火炎の侵入も、抑制すること
ができる。
【実施例２】
【００７４】
　次に、実施例２に記載する燃焼器３の内筒７の部分概略構成を説明する。
【００７５】
　図４は、実施例２に記載する燃焼器３の内筒７の部分概略構成を説明する説明図である
。
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【００７６】
　実施例２に記載する燃焼器３は、実施例１に記載する燃焼器３と比較して、更に、リッ
プ７５ｂ（第二リップ）が設置され、冷却孔７６ｂ（第二冷却孔）が形成される。
【００７７】
　リップ７５ｂは、圧縮空気５の流れ方向に対して、ライナ７１の上流側の内筒７の内周
面７ｂであって、内筒７の内周面７ｂの周方向に周回又は略周回して、内筒７の内周面７
ｂとの間に、間隙が形成されるように、内筒７の軸方向に伸びるように、設置される。
【００７８】
　また、冷却孔７６ｂは、リップ７５ｂを設置した箇所の内筒７に、リップ７５ｂと内筒
７の内周面７ｂとの間に形成される間隙に、圧縮空気５を導入するように、形成される。
【００７９】
　つまり、ライナ７１の上流側の内筒７に、圧縮空気５を燃焼室８に導入する冷却孔７６
ｂが形成され、冷却孔７６ｂに対応するようにリップ７５ｂが設置される。
【００８０】
　圧力波導入孔７３が形成される領域は、フィルム状の空気流５ｄにより、冷却される。
更に、圧力波導入孔７３が形成される領域の下流側は、冷却孔７６ｂとリップ７５ｂとに
より形成される空気流により冷却される。
【００８１】
　これにより、圧力波導入孔７３が形成される領域と共に、圧力波導入孔７３が形成され
る領域の下流側も、効率よく冷却することができるため、燃焼器３の構造物の機械的信頼
性を維持することができる。
【実施例３】
【００８２】
　次に、実施例３に記載する燃焼器３の内筒７の部分概略構成を説明する。
【００８３】
　図５は、実施例３に記載する燃焼器３の内筒７の部分概略構成を説明する説明図である
。
【００８４】
　実施例３に記載する燃焼器３は、実施例１に記載する燃焼器３と比較して、更に、リブ
７７が設置される。
【００８５】
　リブ７７は、内筒７の外周面７ａの周方向に周回又は略周回して設置される。また、リ
ブ７７は、内筒７の軸方向に対して、複数列が設置されてもよく、１列が設置されてもよ
い。
【００８６】
　これにより、内筒７の外周面７ａを、対流冷却により、冷却することができる。対流冷
却により内筒７の外周面７ａを冷却するため、冷却に使用する圧縮空気５の流量を低減さ
せることができ、窒素酸化物の排出濃度の増加を抑制することができる。
【００８７】
　なお、実施例３では、圧縮空気５の流れ方向に対して、ライナ７１の上流側の内筒７の
外周面７ａに２列が設置され、圧縮空気５の流れ方向に対して、ライナ７１の下流側の内
筒７の外周面７ａに１列が設置される。
【００８８】
　リブ７７は、リブ７７の近傍の圧縮空気５の流れを乱し、圧縮空気５流れの乱れにより
、冷却効果が促進される。
【００８９】
　実施例３によれば、燃焼用空気（圧縮空気５）を使用して、内筒７の外周面７ａを冷却
するため、燃焼用空気の流量が低減することがない。このため、冷却に使用する圧縮空気
５の流量を低減させることができ、窒素酸化物の排出濃度の増加を抑制することができる
。
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【００９０】
　なお、実施例３では、空気孔７４が、周方向に１列（複数個）形成される。
【００９１】
　また、実施例３では、圧力波導入孔７３が、内筒７の周方向の列に複数個、この周方向
の列を、軸方向に複数列が形成されるが、ある列に形成される複数個の圧力波導入孔７３
と次の列に形成される複数個の圧力波導入孔７３とは、圧力波導入孔７３の直径が相違す
る。
【００９２】
　圧力波導入孔７３の直径などの圧力波導入孔７３の仕様は、燃焼振動の発生による圧力
変動を減衰させる減衰特性に影響を及ぼす。複数の直径の圧力導入孔７３を形成する場合
は、単一の直径の圧力導入孔７３を形成する場合に比較し、異なった減衰特性を得られる
ことが期待される。
【実施例４】
【００９３】
　次に、実施例４に記載する燃焼器３の内筒７の部分概略構成を説明する。
【００９４】
　図６は、実施例４に記載する燃焼器３の内筒７の部分概略構成を説明する説明図である
。
【００９５】
　実施例４に記載する燃焼器３は、実施例３に記載する燃焼器３と比較して、リップ７５
の設置位置が相違する。
【００９６】
　つまり、実施例４に記載する燃焼器３は、冷却孔７６を形成せず、リップ７５を、圧力
波導入孔７３に対応するように設置する。実施例４では、圧力波導入孔７３ｃに対応する
ようにリップ７５ｃ（第三リップ）を設置し、圧力波導入孔７３ｄに対応するようにリッ
プ７５ｄ（第四リップ）を設置する。
【００９７】
　リップ７５ｃ、リップ７５ｄは、圧力波導入孔７３が形成される領域であって、ライナ
７１の内筒７の内周面７ｂであって、内筒７の内周面７ｂの周方向に周回して、内筒７の
内周面７ｂとの間に間隙が形成されるように、内筒７の軸方向に伸びるように設置される
。
【００９８】
　なお、実施例４では、圧力波導入孔７３、圧力波導入孔７３ｃ、圧力波導入孔７３ｄの
うち圧力波導入孔７３ｃ、圧力波導入孔７３ｄが形成される内筒７の内周面７ｂに、リッ
プ７５ｃ、リップ７５ｄが設置される。
【００９９】
　燃焼振動により発生する圧力波は、それぞれの圧力波導入孔７３、圧力波導入孔７３ｃ
、圧力波導入孔７３ｄから空間７２に侵入し、空間７２の作用により、燃焼振動の振幅の
増加を抑制し、燃焼振動の発生による圧力変動を減衰させることができる。
【０１００】
　なお、圧力波導入孔７３ｃ、圧力波導入孔７３ｄには、圧力波導入孔７３ｃ、圧力波導
入孔７３ｄを覆うように、リップ７５ｃ、リップ７５ｄを設置するため、圧力波導入孔７
３から侵入する圧力波の減衰作用と、圧力波導入孔７３ｃ、圧力波導入孔７３ｄから侵入
する圧力波の減衰作用とは、相違すると考えられるが、いずれも減衰効果は有する。
【０１０１】
　実施例４では、空気孔７４から空間７２に導入する圧縮空気５は、圧力波導入孔７３ｃ
、圧力波導入孔７３ｄを流通し、リップ７５ｃと内筒７の内周面７ｂとの間に形成される
間隙、リップ７５ｄと内筒７の内周面７ｂとの間に形成される間隙に、空気流５ｃとして
噴出する。
【０１０２】
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　そして、リップ７５ｃ、リップ７５ｄの作用により、空気流５ｃは転向し、内筒７の内
周面７ｂの周方向に一様に広がって、内筒７の内周面７ｂを沿うように、空気流５ｄとし
て、流下する。
【０１０３】
　これにより、実施例４によれば、少ない空気量で、内筒７の内周面７ｂを効率よく冷却
することができ、冷却に使用する圧縮空気５の流量を低減させることができ、窒素酸化物
の排出濃度の増加を抑制することができる。
【０１０４】
　特に、実施例４では、リブ７７との併用により、内筒７の外周面７ａと内筒７の内周面
７ｂとの両面から、内筒７を効率よく冷却することができる。
【０１０５】
　また、実施例４では、２個のリップ７５ｃ、リップ７５ｄを設置するが、１個でもよく
、３個以上でもよい。更に、リップ７５と組み合わせてもよい。
【０１０６】
　なお、圧力波導入孔７３、圧力波導入孔７３ｃ、圧力波導入孔７３ｄから噴出する圧縮
空気５の流量は、空気孔７４を調整することにより、調整することができる。
【実施例５】
【０１０７】
　次に、実施例５に記載する燃焼器３の部分概略構成を説明する。
【０１０８】
　図７は、実施例５に記載する燃焼器３の部分概略構成を説明する説明図である
　実施例５に記載する燃焼器３は、実施例１に記載する燃焼器３と比較して、燃焼室８の
上流に、パイロットバーナ５０と複数のメインバーナ６０とを有するマルチバーナタイプ
の燃焼器３である点が、相違する。
【０１０９】
　パイロットバーナ５０には、パイロットバーナ燃料供給系統５１より、エンドカバー１
２に形成される燃焼マニホールド５２を介して、燃料が供給される。この燃料は、燃料マ
ニホールド５２に接続する燃料ノズル５３より、パイロットバーナ５０に形成される空気
孔５４に噴出する。圧縮空気５は、パイロットバーナ５０に形成される空気孔５４に供給
され、空気孔５４の内部で、燃料と圧縮空気５とが混合し、パイロットバーナ５０の下流
にパイロット火炎を形成する。
【０１１０】
　複数のメインバーナ６０には、メインバーナ燃料供給系統６１より、エンドカバー１２
に形成される燃料マニホールド６２を介して、燃料が供給される。この燃料は、燃料マニ
ホールド６２に接続する燃料ノズル６３より、メインバーナ６０に形成される空気孔６４
に噴出する。圧縮空気５は、メインバーナ６０に形成される空気孔６４に供給され、空気
孔６４の内部で、燃料と圧縮空気５とが混合し、メインバーナ６０の下流にメイン火炎を
形成する。
【０１１１】
　実施例５に記載する燃焼器３は、燃料を分散して、燃料と圧縮空気５と混合させること
により、短い混合距離で混合が促進し、窒素酸化物の排出濃度を低減することができ、ま
た、燃焼速度が速く、火炎の逆流現象が発生しやすい水素などの燃料も使用することがで
きる。
【０１１２】
　また、実施例５に記載する燃焼器３も、内筒７に、ライナ７１、リップ７５が設置され
、内筒７に、圧力波導入孔７３、冷却孔７６が形成され、ライナ７１に、空気孔７４が形
成される。
【０１１３】
　これにより、燃焼室８で燃焼振動が発生した場合に、燃焼振動の振幅の増加を抑制し、
燃焼振動の発生による圧力変動を減衰させることができる。そして、リップ７５により、
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周方向に連続した均一なフィルム状の空気流が形成され、フィルム状の空気流は、内筒７
の内周面７ｂに沿うように流下し、圧力波導入孔７３が形成される領域を含め、内筒７の
内周面７ｂを、効率よく冷却する。
【０１１４】
　次に、実施例５に記載する燃焼室８側から見た燃焼器３の部分概略構成を説明する。
【０１１５】
　図８は、実施例５に記載する燃焼室８側から見た燃焼器３の部分概略構成を説明する説
明図である。
【０１１６】
　燃焼器３の軸中心に、パイロットバーナ５０が設置され、その外周側に６個のメインバ
ーナ６０Ａ、６０Ｂ、６０Ｃ、６０Ｄ、６０Ｅ、６０Ｆが設置される。
【０１１７】
　パイロットバーナ５０には、複数の空気孔５４が形成され、６個のメインバーナ６０Ａ
、６０Ｂ、６０Ｃ、６０Ｄ、６０Ｅ、６０Ｆには、それぞれに、複数の空気孔６４が形成
される。
【０１１８】
　空気孔５４から噴出する燃料と圧縮空気５との予混合気が、パイロットバーナ５０の下
流に火炎を形成し、空気孔６４から噴出する燃料と圧縮空気５との予混合気が、６個のメ
インバーナ６０Ａ、６０Ｂ、６０Ｃ、６０Ｄ、６０Ｅ、６０Ｆの下流に火炎を形成する。
【０１１９】
　次に、実施例５に記載する燃焼器３のメインバーナ６０Ａ、メインバーナ６０Ｂを部分
的に拡大して説明する。
【０１２０】
　図９は、実施例５に記載する図７に示す燃焼器３のア－ア矢視図である。
【０１２１】
　マルチバーナタイプの燃焼器３の場合、メインバーナ６０Ａ、メインバーナ６０Ａに隣
接するメインバーナ６０Ｂの下流側に、火炎が形成され、そして、この火炎が形成される
位置に相対する内筒７は、この火炎により、高温状態となる場合がある。
【０１２２】
　一方、メインバーナ６０Ａとメインバーナ６０Ｂとの間に形成されるスペース６５には
、火炎が形成されないため、内筒７は高温状態にはなりにくく、高温状態になったとして
も、その頻度は低い。
【０１２３】
　そこで、実施例５では、内筒７に形成する冷却孔７６を、火炎が形成される位置に相対
する内筒７に形成する。つまり、メインバーナ６０Ａにより火炎が形成される位置に冷却
孔７６Ａ群を形成し、メインバーナ６０Ｂにより火炎が形成される位置に冷却孔７６Ｂ群
を形成する。
【０１２４】
　冷却孔７６Ａ群から、リップ７５と内周７の内周面７ｂとの間に形成される間隙に供給
される圧縮空気５は、メインバーナ６０Ａにより形成される火炎が発生する周方向の範囲
に広がり、冷却孔７６Ｂ群から、リップ７５と内周７の内周面７ｂとの間に形成される間
隙に供給される圧縮空気５は、メインバーナ６０Ｂにより形成された火炎が発生する周方
向の範囲に広がる。
【０１２５】
　なお、メインバーナ６０により火炎が形成される位置（高温状態となる内筒７の領域）
は、メインバーナ６０の旋回角により、周方向にずれる場合がある。実施例５では、説明
の都合上、中心から径方向に向かって、メインバーナ６０に相対する位置に、冷却孔７６
群を形成するが、冷却孔７６群を形成する位置は、周方向にずれてもよい。
【０１２６】
　また、内筒７の中心から、一つのメインバーナ６０に、２本の接線を引き、その２本の



(14) JP 2021-63464 A 2021.4.22

10

20

30

40

50

接線が内筒７と交わる２点を設定する。冷却孔７６群を形成する位置は、このメインバー
ナ６０が相対する内筒７であって、この２点の内側であることが好ましい。
【０１２７】
　実施例５に記載する燃焼器３は、燃焼室８の軸中心にパイロットバーナ５０を有し、パ
イロットバーナ５０の外周側に複数のメインバーナ６０を有するマルチバーナタイプの燃
焼器３である。
【０１２８】
　そして、燃焼器３は、実施例１と同様に、燃料と圧縮空気５とが供給され、燃焼ガス９
を生成する燃焼室８を形成する内筒７と、内筒７の外周面７ａに設置され、内筒７の外周
面７ａとの間に空間７２を形成するライナ７１と、を有し、ライナ７１が設置される内筒
７に形成され、空間７２と燃焼室８とを連通する圧力波導入孔７３を有する。
【０１２９】
　また、燃焼器３は、実施例１と同様に、内筒７の内周面７ｂに設置され、圧力波導入孔
７３が形成される領域に、フィルム状の空気流５ｄを形成するリップ７５を有する。
【０１３０】
　そして、実施例５に記載する燃焼器３は、メインバーナ６０により形成される火炎によ
って高温状態となる内筒７の位置であって、リップ７５と内筒７の内周面７ｂとの間に形
成される間隙に、圧縮空気５を導入する冷却孔７６群を有する。
【０１３１】
　これにより、少ない空気量で、高温状態となる内筒７の領域を、効率よく冷却すること
ができる。そして、実施例５によれば、少ない空気量で、効率よく内筒７の内周面７ｂを
冷却することができる。
【０１３２】
　また、内筒７の圧力波導入孔７３が形成される領域に、フィルム状の空気流５ｄを形成
し、窒素酸化物の排出濃度を増加させることなく、圧力波導入孔７３が形成される領域を
効率よく冷却することができる。
【０１３３】
　図１０は、実施例５に記載する図７に示す燃焼器３のイ－イ矢視図である。
【０１３４】
　圧力波導入孔７３は、メインバーナ６０Ａとメインバーナ６０Ｂとの間に形成されるス
ペース６５に相対する位置の内筒７に形成される。つまり、圧力波導入孔７３を、メイン
バーナ６０Ａとメインバーナ６０Ｂとの間の位置に相対する内筒７に形成する。
【０１３５】
　実施例５では、火炎が形成されにくい、メインバーナ６０Ａとメインバーナ６０Ｂとの
間に形成されるスペース６５に相対する位置の内筒７に、圧力波導入孔７３を形成する。
このようにスペース６５は、メインバーナ６０Ａとメインバーナ６０Ｂとの間に形成され
火炎が形成されにくく、内筒７は高温状態にはなりにくい位置である。
【０１３６】
　なお、内筒７の中心から、二つのメインバーナ６０の中心に、２本の直線を引き、その
２本の直線が内筒７と交わる２点を設定する。圧力波導入孔７３を形成する位置は、スペ
ース６５に相対する位置の内筒７であって、この２点の内側であることが好ましい。
【０１３７】
　特に、マルチバーナタイプの燃焼器３では、メインバーナ６０の下流に火炎を形成する
が、メインバーナ６０は、形成される火炎に旋回成分を付与し、火炎の安定性を向上させ
る場合がある。実施例５によれば、内筒７の内周面７ｂの近傍で、旋回成分が付与される
火炎が流下する場合であっても、圧力波導入孔７３から空間７２への火炎の侵入を、抑制
することができる。
【０１３８】
　なお、実施例５でも、燃焼振動の発生による圧力変動を減衰させることができる。燃焼
振動の発生による圧力変動は、燃焼室８の内部で発生するため、火炎が形成されにくいス
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５に相対する位置の内筒７に、圧力波導入孔７３を形成する場合であっても、燃焼振動の
発生による圧力変動を減衰させることができる。
【０１３９】
　また、空気孔７４は、圧力波導入孔７３を形成する位置に相対するライナ７１に形成さ
れる。つまり、空気孔７４も、スペース６５に相対する位置のライナ７１に形成される。
これにより、圧力波導入孔７３が形成される領域を効率よく冷却することができる。
【０１４０】
　なお、実施例５では、リップ７５の設置位置を、実施例１と同様に、圧縮空気５の流れ
方向に対して、ライナ７１の下流側の内筒７の内周面７ｂに設置する。しかし、リップ７
５の設置位置を、実施例４と同様に、圧力波導入孔７３が形成される領域であって、ライ
ナ７１の内筒７の内周面７ｂに設置してもよい。
【０１４１】
　実施例５によれば、少ない空気量で、内筒７の内周面７ｂを効率よく冷却することがで
き、冷却に使用する圧縮空気５の流量を低減させることができ、窒素酸化物の排出濃度の
増加を抑制することができる。そして、燃焼器３の構造物の機械的信頼性を維持すること
ができる。
【０１４２】
　なお、本発明は上記した実施例に限定されるものではなく、様々な変形例が含まれる。
例えば、上記した実施例は本発明を分かりやすく説明するために、具体的に説明したもの
であり、必ずしも説明した全ての構成を有するものに限定されない。また、ある実施例の
構成の一部を、他の実施例の構成の一部に置き換えることが可能である。また、ある実施
例の構成に他の実施例の構成を加えることも可能である。また、各実施例の構成の一部に
ついて、他の構成の一部を、追加、削除、置換をすることも可能である。
【符号の説明】
【０１４３】
　１…圧縮機、２…タービン、３…燃焼器、４…発電機、５…圧縮空気、６…圧縮空気流
路、７…内筒、７ａ…内周面、７ｂ…外周面、８…燃焼室、９…燃焼ガス、１０…トラン
ジションピース、１１…外筒、１２…エンドカバー、２０…拡散バーナ、２１…拡散燃料
供給系統、２２…燃料ノズル、２３…旋回器、２４…拡散燃料、２５…燃料噴出孔、３０
…予混合バーナ、３１…予混合燃料供給系統、３２…燃料ノズル、３３…予混合燃料、３
４…予混合器、３５…保炎器、５０…パイロットバーナ、５１…パイロットバーナ燃料供
給系統、５２…燃料マニホールド、５３…燃料ノズル、５４…空気孔、６０…メインバー
ナ、６１…メインバーナ燃料供給系統、６２…燃料マニホールド、６３…燃料ノズル、６
４…空気孔、６５…スペース、７１…ライナ、７２…空間、７３…圧力波導入孔、７４…
空気孔、７５…リップ、７６…冷却孔、７７…リブ。
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